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議題１ 船橋市国民健康保険条例の一部を改正する条例案について

３．保険料の賦課限度額と軽減判定所得の見直し（協議事項） ・・・・・・ ・・・ ・２

議題２ 令和７年度船橋市国民健康保険事業特別会計補正予算案について （協議事項）・・・・ ４

議題３ 令和８年度船橋市国民健康保険事業特別会計当初予算案について（協議事項）

１．世帯数と被保険者数の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７
２．保険給付費の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８
３．保険料（現年分）の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９
４．特定健康診査等事業費の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０
５．総括表（歳入） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２
６．総括表（歳出） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４
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【改正趣旨】
令和８年度税制改正大綱が閣議決定されたことに伴い、国民健康保険法施行令の一部を改正する政

令が１月１５日に公布されました。これを受け、国民健康保険料の賦課限度額と軽減判定所得につい
て本市でも所要の改正を行います。

※「国保のてびき」21、26ページ参照

【改正内容】

保険料にはその上限である「賦課限度額」が設けられています。中間所得層の負担緩和と保険料負
担の公平性の確保を図る目的として、賦課限度額が以下のように変わります。

≪賦課限度額≫ （改正前） （改正後）
基礎賦課分（医療分） ６６万円 ⇒ ６７万円 （＋１万円）
後期高齢者支援金等賦課分 ２６万円 ⇒ ２６万円 （変更なし）
介護納付金賦課分 １７万円 ⇒ １７万円 （変更なし）
子ども・子育て支援納付金賦課分 ⇒ ３万円 （＋３万円）※新設
合 計 １０９万円 ⇒ １１３万円 （＋４万円）
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世帯の所得が一定基準以下の場合に、基準額に応じて保険料均等割額の７割・５割・２割が
軽減されます。

今回は、そのうち５割と２割に軽減の基準となる軽減判定所得額の計算方法が以下のように
変わります。

≪軽減判定所得額≫
５割軽減
（改正前）基礎控除額(４３万円)＋３０万５千円×(被保険者数)＋１０万円×(給与所得者等の数－１)
（改正後）基礎控除額(４３万円)＋３１万円 ×(被保険者数)＋１０万円×(給与所得者等の数－１)
２割軽減
（改正前）基礎控除額( ４３万円) ＋５６万円× (被保険者数) ＋１０万円× (給与所得者等の数－１)
（改正後）基礎控除額( ４３万円) ＋５７万円× (被保険者数) ＋１０万円× (給与所得者等の数－１)

【施行期日】
令和８年４月１日
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新システムへの移行延期（11/4⇒2/24）に伴い、現行システムの利用期間が3ヶ月延びたことから
増額補正を行います。

延期理由：データを連携している税務システムの移行が遅延しているため。
※本件は、法定内繰入金の対象であることから歳入（職員給与費等繰入金）においても、同額の補

正を行います。

医療費の高騰及び医療の高度化に伴い、１件あたりの高額療養費支給額が増加しているため補正を
行います。

※本件は、県よる普通交付金として同額補填されることから、歳入（普通交付金）においても同額
の補正を行います。
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※令和６年度までは決算、令和７年度は決算見込数、令和８年度は当初予算時見込数。
※市の人口は緩やかに増加しているが、被保険者数は減少傾向にあります。令和６年度以降は、

団塊世代の後期高齢者医療制度への移行がピークを越えたため、緩やかな減少となっております。
【主な理由】

・加入者数の多い高齢者層が後期高齢者医療制度(75歳以上)へ移行。
・社会保険適用拡大。
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※令和６年度までは決算額、令和７年度は決算見込額、令和８年度は当初予算額。
※令和６年度までは、被保険者数の大幅な減少により減少傾向にありましたが、令和７年度以降は、

１人当たりの保険給付費の増加が被保険者数の減少を上回ると見込んでいます。
※１人当たりの保険給付費は、被保険者の高齢化や医療の高度化等の影響で今後も増加傾向が続いて

いくと見込んでいます。
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保険料調定額

保険料収納額

収納額伸び率

※令和６年度までは決算額（還付未済除く）、令和７年度は決算見込額、令和８年度は当初予算額
(子ども・子育て支援納付金分含む）。
※被保険者数は減少傾向にありますが、保険料率の改定や所得総額の増加等により保険料収納額は

増加傾向にあります。
※景気や被保険者数の動向及び税制改正等により変動する可能性が想定されます。
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令和８年度予算額 ４億３，１２０万円
令和７年度決算見込額 ４億 ８４２万円
決算見込との比較 ２，２７８万円（５.６％増）

※R5及びR11の目標値は厚生労働省が定めており、左記以外の年度は船橋市独自で設定
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R11R10R9R8R7R6R5R4R3R2R元H30区 分

60％58％56％54％52％50％60％58％56％54％52％50％特定健康診査受診率

60％55％50％45％40％35％60％55％50％45％40％35％特定保健指導実施率

特定健康診査等実施計画 第４期特定健康診査等実施計画 第３期計画期間



特定保健指導特定健康診査

千葉県内市中核市千葉県内市中核市

１２位／３７位１７位／６２位１２位／３７位１４位／６２位Ｒ５年度

１１位／３７位１４位／６２位１６位／３７位１８位／６２位Ｒ６年度
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特定保健指導特定健康診査区分

年度 実施率実施者数対象者数受診率受診者数対象者数

20.1％732人3,650人41.8％33,287人79,571人Ｒ２年度

28.2％969人3,439人42.0％32,403人77,190人Ｒ３年度

30.2％970人3,216人41.9％30,328人72,336人Ｒ４年度

29.0％886人3,051人41.4％28,444人68,747人Ｒ５年度

33.4％925人2,771人40.4％26,345人65,200人Ｒ６年度
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